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「
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ（
市
長
と
市
民
の
つ
ど
い
）」を
開
催

市
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
に

あ
な
た
の
意
見
や
提
案
を

市
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
に
は
、
市

民
の
み
な
さ
ん
の
意
見
や
提
案
が
欠
か

せ
ま
せ
ん
。

タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
、
広
聴

活
動
の
一
つ
と
し
て
、
日
ご
ろ
み
な
さ

ん
が
市
政
に
対
し
て
感
じ
て
い
る
こ
と

や
望
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
、
よ
り
多
く

の
生
の
声
を
市
長
が
直
接
お
聴
き
し
、

話
し
合
い
を
す
る
場
で
す
。

み
な
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
意
見
や

提
案
、
ま
た
そ
れ
ら
の
検
討
結
果
は
、

み
な
さ
ん
の
声
を

市
長
が
お
聴
き
し
ま
す

市
民
と
市
の
共
有
の
情
報
と
し
て
み
な

さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
は
、「
市
民
に
と
っ
て
身
近
な
市
政
」、

「
市
民
に
分
か
り
や
す
い
市
政
」、「
市
民

が
納
得
す
る
市
政
」を
推
進
し
て
い
く

た
め
の
一
つ
と
し
て
開
催
さ
れ
る
も
の

で
す
。
一
人
で
も
多
く
の
市
民
の
声
を
、

ぜ
ひ
お
聴
か
せ
く
だ
さ
い
。

タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
、
上
表

の
と
お
り
、
市
民
の
み
な
さ
ん
が
自
由

に
参
加
で
き
る
よ
う
に
市
役
所
で
開
催

す
る
ほ
か
、
市
内
の
各
地
区
や
団
体
か

ら
の
希
望
に
応
じ
て
地
域
で
も
開
催
し

ま
す
。
開
催
を
希
望
す
る
場
合
は
、
開

催
希
望
日
の
１
カ
月
前
ま
で
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

第
１
回
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
参
加
を
希

望
す
る
人
は
、
当
日
直
接
会
場
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

●
日
時
＝
８
月
19
日（
火
）
午
前
10
時

〜
正
午

●
会
場
＝
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

●
テ
ー
マ
＝
「
市
政
に
関
す
る
こ
と
」

第
１
回
は

19
日
に
市
役
所
で

市役所での開催 地域での開催

テーマ 市政に関すること

対　象 市民ならどなたでも 開催を希望する地区・団体

年間4回（5月・8月・11月・2 原則として平日の午前10時～

日　時 月）開催、原則として午前10 午後8時の2時間以内とし、申

時～正午 込者と調整のうえ決定

場　所 市役所1階ロビー
申込者が設定した場所

（地区の集会所など）

｢タウン・ミーティング｣の開催方法

※
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
つ
い

て
く
わ
し
く
は
市
民
相
談
所（
1
20

‐
１
５
０
７
）へ
。

健やかな子どもの成長を願って

「子ども虐待｣の未然防止と早期発見のために

◆｢子ども虐待｣とは
虐待とは、親などの養育者が子どもの健康を損ない、体や
心まで傷つけてしまうような行為で、殴る、けるなどの身体
的な暴力によるものだけでなく、放任や無視など子どもの育
つ過程にマイナスの影響を及ぼすものも含まれます。
◆子育ての不安や負担感の軽減を
子育てには、喜びや楽しさがあります。でも、戸惑いや大
変なこともたくさんあることでしょう。
核家族化、孤立化、人間関係の希薄化、社会環境の変化な
ど、さまざまな要素が原因となって、子育てに不安や負担感
をもつ親が多くなっています。
これらの子育て不安に悩む親（または親に代わる保護者）
に対し、関係機関や周囲の人たちが協力し合いながら援助の
手を差し伸べることが大切なのです。虐待の発生を未然に食
い止めるためには、いかに親を孤立させないかということが
ポイントになります。

◆｢虐待かな？｣と感じたら
｢虐待かな？｣と感じたら、すぐに児童家庭課または児童相
談所、地域の民生委員・児童委員に連絡しましょう。生命の
危険を感じるようなときには、警察へ保護を求める通報も行
ってください。
◆相談機関
〇子ども110番（専用電話・123-5110）
〇家庭児童相談室（120-1538）
〇千葉県中央児童相談所
（1043-253-4101）
〇子ども家庭110番
（1043-252-1152）
〇成田警察署生活安全課
（127-0110）
※くわしくは児童家庭課
（120-1538）へ。 子どもたちに明るい未来を


